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【特別寄稿】

外国人児童生徒等の教育を担う教師の養成・研修
―新時代に求められる資質・能力―
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教育を担う教員の養成・研修のためのモデルプログラム開発事業」，キャリア

支援，社会的正義と公正性，教師の成長

１．はじめに

2019 年 4 月 1 日の改正入管法施行は，外国人受入れ施策の大きな転換点となった。新た

な在留資格が創設され，今後，家族を帯同した外国人の在住が増加することが予想されて

いる。

外国人の子どもや日本語指導が必要な子どもは現状でも増加を続けている。子どもの教

育を充実させる方策として，教員・支援員等の確保，養成，研修の重要性が主張されてき

た（例えば，学校における外国人児童生徒等に対する教育支援に関する有識者会議(2016)）。

養成・研修の充実を目指して，文化庁文化審議会国語分科会による「日本語教育人材の養

成・研修の在り方について（報告）改定版」と，公益社団法人日本語教育学会が文部科学

省の委託を受けて実施した「外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修のためのモデ

ルプログラム開発事業」では，それぞれ子どもの日本語教育を担う教師に求められる資質・

能力とその養成・研修の方策が示された。

本稿では，この二つの資質・能力の枠組みが新時代の教師に求められる資質・能力とし

て何を提起しているのかを考える。

２．「日本語教育人材の養成・研修の在り方（報告）改定版」の「活動分野：児童生徒等」

に求められる資質・能力

日本語教師の養成については昭和 60 年に標準的な教育内容が示され，その後平成 12 年

に新たな教育内容が示された。その後，18 年を経て在留外国人数は増加し，在留目的も多

様化した。また外国人受入れ拡充のためにさらなる日本語教育の充実を図ることが求めら

れた。これらを踏まえて文化審議会国語分科会では，日本語教育小委員会において，日本

語教育人材を活動分野別，役割別，段階別に整理したうえで，資質・能力を整理し，それ

に応じた教育内容やモデルカリキュラムについて検討を行った。その結果を平成 31 年 3 月

にまとめたものが「日本語教育人材の養成・研修の在り方（報告）改定版」（以下，「在り

方（報告）」とする）である。
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「在り方（報告）」では，専門家としての日本語教師の活動分野として「生活者」「留学

生」「就労者」「難民」等と並んで「児童生徒等」が設定されている。「活動分野：児童生徒

等」において初任段階で求められる資質・能力を添付資料１に示す（文化審議会国語分科

会 2019）。

なお，養成・研修の方法については，今後モデル事業の実施と普及を通して方向性が示

されることが期待される。

３．「外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修のためのモデルプログラム開発事業」

における資質・能力モデル

日本国内のグローバル化の進展に伴い，外国人児童生徒等も増加，多様化する傾向にあ

り，日本語指導だけでなく，日本語と教科の統合的指導，生活指導も含めた総合的・多面

的指導ができる教員が求められている（文部科学省初等中等局 2017）。

そこで文部科学省は，外国人等教育を担う教員・支援員に求められる資質・能力及び教

育内容の検討をした上で，大学の教員養成学部等の課程・現職教員研修を通じた体系的な

モデルプログラムを開発する事業（以下，モデルプログラム開発事業）を公益社団法人日

本語教育学会注１に委託した。その成果として公表された「資質・能力モデル」を添付資料

２に示す。なお，資質・能力モデルに加え，具体的な力（資質・能力の４要素と８課題に

関して，どのような教育的対応・行動ができることなのかを具体的に記述したもの）を添

付資料３，その力の育成のために学ぶべき内容の一覧を添付資料４にあわせて示す注２。

モデルプログラム開発事業では，多様性への対応が目指されている。養成や研修が行わ

れる場の状況は多様である。外国人児童生徒等教育の行われる地域の状況（集住か散在か，

外国人受入れの歴史，等），学校の状況，研修受講教員の教員としての経験や，外国人児童

生徒等教育の経験に加え，研修の企画・担当をする教育委員会の指導主事や養成に当たる

大学教員についても，企画者としての経験，自身の教員としての経験は一様でない。その

ような中で，養成・研修のうち外国人児童生徒等教育に関する内容に分配することのでき

る時間，実施場所，継続性の有無等に応じて，養成や研修をデザインし，実施しなければ

ならない。このような多様性に対応するために，モデルプログラム開発事業では，固定的

なプログラムではなく，ブロックを組み立てるように，現場の課題に応じて基本となるパ

ーツを自由に組み合わせ，アレンジして研修を組み立てるという仕組みが開発された。そ

の基本的なパーツが「モデルプログラム」である。モデルプログラムは内容，研修方法に

よって整理されているが，同事業の成果公開サイト（https://mo-mo-pro.com/）では，研

修の目的や研修対象者の属性等によって，該当するモデルプログラムが検索できるシステ

ムが公開されている。

４．二つの枠組みが提起するもの

それぞれの枠組みは，新時代の教師養成に向けて何を提起しているのだろうか。

一つ目はどちらにおいても求められる資質・能力の一つとして成長途上にある子どもの

キャリア発達を支援するという視点が盛り込まれているということである。「在り方（報
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告）」では「キャリア支援の観点から，児童生徒等の日本語学習支援の在り方を考え，実践

しようとする。」，「モデルプログラム開発事業」では「子どものライフコースを，今後の社

会と共に展望することができる。」といった項目が示されている。在住外国人の定住化が進

む中，大人に帯同されて日本にやってきた子どもたちは，日本でキャリア発達の時期を過

ごし，日本で社会を構成するメンバーの一員となっていく可能性も高い。子どもに対する

日本語教育においては，単にコミュニケーションツールとしての日本語の能力を養うだけ

でなく，社会参画に向け，自分の生き方について考え，社会を生き抜いていくのに必要な

力の構築を支援するという観点から教育・指導を行うことが求められる。

二つ目は，社会的正義の実現に寄与する存在としての日本語教師である。日本社会での

外国人との共生が目指される中，マイノリティである外国人児童生徒等の人権が保障され，

マイノリティとマジョリティとの格差が是正されることが社会全体として重要であり，特

に教育現場では，教育を通した社会的正義や公正性の実現が取り組まれる必要がある。「在

り方（報告）」では【文化的多様性・社会性に対する態度】として「指導的立場であること

や多数派であることは児童生徒等やその保護者にとって権威性を感じさせることを常に自

覚し，自身のものの見方を問い直そうとする。」の項目が含まれている。「モデルプログラ

ム開発事業」では資質・能力の一つとして「変える／変わる力」が設定され「共生社会の

実現」という課題に対し「社会的正義と公正性を意識し、 多文化共生を具現化することが

できる。」という具体的な力が求められるとされている。

三つ目は入職後の教師の成長をどのように支えるかという点である。日本社会が前例の

ない数の外国人を受け入れることになると，従来想定されていない課題への対応も必要に

なる。社会の変化に合わせて次々に生起してくるであろう新たな課題に対応するために，

教師は養成段階を終えた後も，自身の成長を支え，自身の力量を高めていく必要がある。

また養成段階でそのために必要な自己教育力の基礎を養っておく必要がある。「在り方（報

告）」では【成長する日本語教師になるための技能】として「実践を分析的に振り返り，改

善するための検討を行うことができる。」，「モデルプログラム開発事業」では具体的な力と

して「外国人児童生徒等に関する教育・支援活動を振り返り，自己の成長につなげること

ができる。」が設定されている。

以上のように，二つの枠組みには新たな時代の到来に向けた「種」が埋め込まれている。

５．おわりに

次に検討しなければならないのは，資質・能力の枠組みに埋め込まれたこの種をどのよ

うに育てていくかということである。

最近まで，大学における日本語教員養成は縮小傾向にあるといっても過言ではなかった

が，外国人受入れが拡大し，日本語教育の重要性に光が当てられる中で，あらためてその

意義が問い直される事態となっている。しかしながら，これまで大学での日本語教師養成

をどのように進めていくべきかという議論は一部の研究者の間だけに限られ，実際に養成

に当たる「教師教育者」の間でその実践に関する交流や議論が十分に行われてきたかとい

うと疑問が残る。極端な場合には，（日本語教師としての不易流行はあるにせよ）昭和 60
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年に設定されたカリキュラムからほとんど改訂がなされていない例もある。

児童生徒等という新しい領域における日本語教師の養成・研修に対するニーズが高まっ

ているいまこそ，二つの枠組みの妥当性も含め，あらためて教師の養成・研修に関する議

論が行われていくことを期待する。

注

1 公益社団法人日本語教育学会では，最終段階までに文部科学省委託事業特別委員会を組織して

この事業に当たった。委員会のメンバーは以下の通りである。

齋藤ひろみ（委員長），伊藤祐郎（副委員長），河野俊之（副委員長），（以下 50 音順）和泉

元千春，市瀬智紀，金田智子，川口直巳，菅原雅枝，中川祐治，仲本康一郎，中山あおい，

浜田麻里

2 なお，2020 年 3 月には最終版が公表されている。
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添付資料 2 資質・能力モデル（公益社団法人日本語教育学会(2019), p.3）
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添付資料 3 求められる具体的な力（公益社団法人日本語教育学会(2019), p.4-5）
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添付資料 4 養成・研修の内容構成（公益社団法人日本語教育学会(2019), p.6-9）
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